
保健センター☎26－7201（直通）  

E－mail ： hokensenta@town.sakahogi.gifu.jp

※途中休憩がありますので、 各医療機関に電話でご確認のうえお出かけください。
※都合により変更する場合がありますので、 最新の情報を加茂医師会ホームページにて確認してください。

救急・ 急病以外は通常の診療時間内に医療機関を受診くださるようご協力お願いします。

4・5月休日診療のお知らせ（医科・歯科）

24時間365日対応の電話相談 （健康ほっとダイヤル）では、 住民の皆さまが体の健康や子育てなどについて気軽に相談できる
よう、 医師・ 保健師・ 看護師が対応しています。

相談内容： 健康・医療・育児・介護・ 認知症・医療機関情報等の提供など　通話料無料 ☎0120-238-007

「救急安心センターぎふ」＃7119　急な病気やケガをしたとき、救急車を呼んだほうがいいか、今すぐに病院に行ったほうがいいかなど判断に

迷ったら「＃7119」へ。　看護師などの専門の相談員から救急相談や病院案内についてアドバイスを受けることができます。

受付時間：24時間365日対応　利用方法：プッシュ回線、携帯電話からは「＃7119」　ダイヤル回線、IP電話からは☎058-216-0119

皆歯科健診

4月より帯状疱疹ワクチンが定期接種となりました

　令和7年度から、 1年に 1回いつでも無料で歯科健診が受診できます。

対 象 者： 坂祝町に住民票のある昭和26年4月2日〜平成19年4月1日生まれの方
受診期間： 4月1日〜令和8年3月31日
受診方法： 加茂管内の指定歯科医療機関に電話で予約し受診（健診票は歯科医療機関、 保健センターに置いてあります。 今年度
　　　　　　　２０・ ２５・ ３０・ ３５・ ４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳になる方には案内と健診票を郵送します。）

体組成計測定・ 健康相談会

　体組成計の測定と保健師・ 管理栄養士による健康相談を実施しています。

■毎月第２、４月曜日　14時～16時
　　（祝日等で月曜日以外に実施する場合があります。 詳細は生活カレンダーをご確認ください。）

※業務用マルチ周波数体組成計により、 筋肉量や脂肪量を部位別に分析した値等がわかります。 健康づくりにお役立てください。

　今年度の対象となる方には 4月下旬に案内と予診票を送付します。 詳細は案内をご確認ください。
予防接種対象年度表

日　程 【医科】 【歯科】  診療受付時間 9時～13時

ふくた歯科クリニック　　　　　　　　TEL:24-0606太田メディカルクリニック　　　 TEL:26-22204 月 20日（日）

ふくい歯科　　　　　　　　　　　　　　　TEL:26-2266日江井外科　　　　　　　　　　　　TEL:25-26244 月 27日（日）

白川病院　歯科　　　　　　　　　　　　TEL:72-2222小林クリニック　　　　　　　　　　TEL:25-80774 月 29日（火）

松村歯科医院　　　 　　　　　　　　　TEL:26-2221みのかも西クリニック　　　 　　　TEL:28-53105 月 3 日（土）

たけのこ歯科医院　　 　　　　　　　TEL:42-6073堀部医院　　　 　　　　　　　　　　 TEL:25-29105 月 4 日（日）

みやもと歯科　　　　 　　　　　　　　　TEL:24-7070森本こどもクリニック　　　 　　　TEL:66-25225 月 5 日（月）

ヒロ歯科医院　　　　 　　　　　　　　TEL:25-2097太田メディカルクリニック　　　 TEL:26-22205 月 6 日（火）

アスナロ歯科クリニック　　 　　　　TEL:28-0050カブチ山田クリニック　　　 　　　TEL:46-00365 月 11 日（日）

山田歯科医院　　　 　　　　　　　　　TEL:54-2493
中部国際医療センター　　 　　　TEL:66-1100
（選定療養費がかかります。）

5 月 18日（日）

おぐり歯科クリニック　 　　　　　　　TEL:66-8074西田醫院　　　　　　　　　　　　　　TEL:28-33715 月 25日（日）

診療受付時間 9時～16時30分
（混雑状況によって早まる場合があります）

対象者：①65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上（年齢は年度末年齢です。）

　　　　　　　　今後5年間は 5歳刻みの年齢の方が対象となります。

　　　　　　　　ご自分がいつ定期接種の対象か知りたい方は右の二次元コードよりご確認ください。

　　　　　　②60歳～64歳で HIVによる免疫機能の障がいを有する方で厚生労働省令で定めるもの。

　　　　　　　 （身体障害者手帳1級に該当する方）

※②に該当する方は保健センターまでご連絡ください。

※既に帯状疱疹ワクチンの接種をした方は原則、 定期接種の対象外となります。 過去に接種された方は、

　 保健センターまでお知らせください。

接種期間：5月1日〜令和8年3月31日

帯状疱疹ワクチン接種費用の一部助成の終了（予告） について
　定期接種の開始により、 令和6年4月より実施している帯状疱疹ワクチン接種費用（任意接種） の助成を令和8年3月31
日に終了します。 申請がお済でない方は令和8年3月31日までに、 助成金の申請・ 請求をお願いします。
　また、 定期接種と任意接種では助成額や健康被害の救済内容が異なります。 定期接種を優先していただくようお願いい
たします。
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